
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
軽
微
な
修
理
）

（
軽
微
な
修
理
）

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
一
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
一
八
）
附
属
書

に
掲
げ
る
軽
微
な
修
理

三
〜
九

（
略
）

三
〜
九

（
略
）

十

濃
度
計
（
酒
精
度
浮
ひ
ょ
う
を
除
く
。）に
係

る
次
に
掲
げ
る
修
理

十

濃
度
計
（
酒
精
度
浮
ひ
ょ
う
を
除
く
。）に
係

る
次
に
掲
げ
る
修
理

﹇
削
る
﹈

イ

配
管
又
は
流
量
制
御
関
係
部
品
の
補
修
又

は
取
替
え

﹇
削
る
﹈

ロ

光
源
用
ラ
ン
プ
、
フ
ィ
ル
タ
ー
エ
レ
メ
ン

ト
、
ポ
ン
プ
の
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
又
は
自
動
校

正
用
の
標
準
物
質
若
し
く
は
反
応
液
の
取
替

え

﹇
削
る
﹈

ハ

プ
リ
ン
ト
回
路
の
取
替
え
（
法
第
七
十
六

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
八

十
九
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
型
式
の
承

認
」
と
い
う
。）の
と
き
に
経
済
産
業
大
臣
が

示
す
範
囲
に
限
る
。）

イ

令
第
二
条
第
十
七
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲

げ
る
濃
度
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

﹇
新
設
﹈

配
管
又
は
流
量
制
御
関
係
部
品
の
補
修

又
は
取
替
え

光
源
用
ラ
ン
プ
、
フ
ィ
ル
タ
ー
エ
レ
メ

ン
ト
、
ポ
ン
プ
の
ダ
イ
ヤ
フ
ラ
ム
又
は
自

動
校
正
用
の
標
準
物
質
若
し
く
は
反
応
液

の
取
替
え

プ
リ
ン
ト
回
路
の
取
替
え
（
法
第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は

第
八
十
九
条
第
一
項
の
承
認
（
以
下
「
型

式
の
承
認
」
と
い
う
。）の
と
き
に
経
済
産

業
大
臣
が
示
す
範
囲
に
限
る
。）

ロ

令
第
二
条
第
十
七
号
ヌ
に
掲
げ
る
濃
度
計

に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
九
六
〇

一

（
二
〇
二
二
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修

理

﹇
新
設
﹈

ハ

令
第
二
条
第
十
七
号
ル
に
掲
げ
る
濃
度
計

に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
九
六
〇

二

（
二
〇
二
二
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修

理

﹇
新
設
﹈

十
一
・
十
二

﹇
略
﹈

十
一
・
十
二

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
簡
易
修
理
）

（
簡
易
修
理
）

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

﹇
略
﹈

一

﹇
略
﹈

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

﹇
略
﹈

イ

﹇
略
﹈

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
一
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業

規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
一
八
）
附
属
書

に
掲
げ
る
簡
易
修
理

ハ

﹇
略
﹈

ハ

﹇
略
﹈

三
〜
十
一

﹇
略
﹈

三
〜
十
一

﹇
略
﹈

十
二

濃
度
計
（
酒
精
度
浮
ひ
ょ
う
を
除
く
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
次
に
掲
げ

る
修
理

十
二

濃
度
計
（
酒
精
度
浮
ひ
ょ
う
を
除
く
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
次
に
掲
げ

る
修
理

﹇
削
る
﹈

イ

光
束
断
続
器
、
光
学
フ
ィ
ル
タ
ー
、
干
渉

セ
ル
、
試
料
セ
ル
、
分
析
部
の
電
極
、
コ
ン

バ
ー
タ
ー
又
は
オ
ゾ
ン
発
生
器
の
取
替
え

﹇
削
る
﹈

ロ

温
度
調
節
器
又
は
湿
度
調
節
器
の
補
修
又

は
取
替
え

﹇
削
る
﹈

ハ

電
気
回
路
部
品
（
当
該
濃
度
計
の
性
能
及

び
器
差
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
な

い
も
の
に
限
る
。）の
取
替
え

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
八
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

岡
田

樹





イ

令
第
二
条
第
十
七
号
イ
か
ら
リ
に
掲
げ
る

濃
度
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

﹇
新
設
﹈

光
束
断
続
器
、
光
学
フ
ィ
ル
タ
ー
、
干

渉
セ
ル
、
試
料
セ
ル
、
分
析
部
の
電
極
、

コ
ン
バ
ー
タ
ー
又
は
オ
ゾ
ン
発
生
器
の
取

替
え温

度
調
節
器
又
は
湿
度
調
節
器
の
補
修

又
は
取
替
え

電
気
回
路
部
品
（
当
該
濃
度
計
の
性
能

及
び
器
差
に
著
し
く
影
響
を
与
え
る
こ
と

の
な
い
も
の
に
限
る
。）の
取
替
え

ロ

令
第
二
条
第
十
七
号
ヌ
に
掲
げ
る
濃
度
計

に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
九
六
〇

一

（
二
〇
二
二
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

﹇
新
設
﹈

ハ

令
第
二
条
第
十
七
号
ル
に
掲
げ
る
濃
度
計

に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
九
六
〇

二

（
二
〇
二
二
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

﹇
新
設
﹈

十
三

﹇
略
﹈

十
三

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

２

﹇
略
﹈

（
受
講
料
）

（
受
講
料
）

第
百
三
十
二
条

一
般
計
量
教
習
又
は
一
般
計
量
特

別
教
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
経

済
産
業
省
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
研
究
所
又
は

機
構
の
職
員
以
外
の
者
は
、
受
講
料
と
し
て
毎
月

四
万
八
千
四
百
円
（
指
定
定
期
検
査
機
関
又
は
指

定
計
量
証
明
検
査
機
関
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
毎

月
二
万
四
千
二
百
円
）
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
百
三
十
二
条

一
般
計
量
教
習
又
は
一
般
計
量
特

別
教
習
を
受
講
し
よ
う
と
す
る
者
で
あ
っ
て
、
経

済
産
業
省
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
研
究
所
又
は

機
構
の
職
員
以
外
の
者
は
、
受
講
料
と
し
て
毎
月

四
万
八
千
四
百
円
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
４

﹇
略
﹈

２
〜
４

﹇
略
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
一
般
計
量
教
習
又
は
一
般
計
量
特
別
教
習
の
受
講
料
に
関
す
る
検
討
）

２

第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
講
料
に
つ
い
て
は
、
一
般
計
量
教
習
又
は
一
般
計
量
特
別
教
習
の
実
情
等

を
勘
案
し
、
適
宜
、
当
該
受
講
料
の
見
直
し
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。




